


　

立
秋
と
は
名
ば
か
り
の
暑
さ
が
続

い
て
お
り
ま
す
が
、
皆
様
い
か
が
お

過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。
早
い
も
の
で

２
０
２
１
年
も
、
残
す
と
こ
ろ
あ
と

４
ヶ
月
と
な
り
ま
し
た
。

　

今
年
を
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、

昨
年
に
引
き
続
き
、
「
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
ィ
ル
ス
」
の
影
響
を
受
け
た
一
年

と
な
り
ま
し
た
。
相
変
わ
ら
ず
の
マ

ス
ク
生
活
、
手
指
消
毒
や
ソ
ー
シ
ャ

ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
を
徹
底
し
て
い
て
、

今
ま
で
の
ス
ト
レ
ス
フ
リ
ー
な
生
活

が
懐
か
し
く
も
思
い
ま
す
。
前
回
の

会
報
誌
を
発
行
し
た
後
に
は
、
中
四

国
で
も
二
度
目
の
緊
急
事
態
宣
言
が

発
令
さ
れ
た
県
も
あ
り
ま
し
た
。
最

近
で
は
新
し
い
変
異
型
の
デ
ル
タ
株

も
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま

し
ま
し
た
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
が

進
み
、
徐
々
に
国
民
に
浸
透
し
て
き

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
と
は
い
え
、

各
地
域
で
ワ
ク
チ
ン
接
種
状
況
に
ば

ら
つ
き
が
あ
り
、
全
国
民
に
行
き
渡

る
に
は
も
う
少
し
時
間
が
か
か
り
そ

う
で
す
。
引
き
続
き
感
染
防
止
対
策

を
し
つ
つ
、
一
日
で
も
早
い
収
束
を

願
う
と
こ
ろ
で
す
。

　

ま
た
、
例
年
よ
り
早
い
梅
雨
入
り

と
な
っ
た
今
年
は
、
昔
の
よ
う
な
し

と
し
と
と
降
り
続
く
雨
で
は
な
く
、

災
害
級
の
局
地
的
な
豪
雨
に
見
舞
わ

れ
ま
し
た
。
記
憶
に
新
し
い
の
が
、

熱
海
で
の
土
砂
災
害
で
す
。
そ
の
後

立
て
続
け
に
、
線
状
降
水
帯
が
発
生

し
、
各
地
で
多
く
の
被
害
を
も
た
ら

し
ま
し
た
。
近
年
の
異
常
気
象
は
凄

ま
じ
く
、
新
た
な
防
災
用
語
「
緊
急

安
全
確
保
」
な
ど
も
生
ま
れ
ま
し
た

が
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
が
使
わ
れ
な

い
天
候
に
な
っ
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
つ
い
先
日
は
、
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
影
響
は
大
き
く
、

開
催
は
１
年
延
期
、
さ
ら
に
は
開
催

す
ら
危
ぶ
ま
れ
て
い
ま
し
た
が
、
多

く
の
会
場
で
、
無
観
客
で
と
の
条
件

付
き
で
開
催
と
な
り
ま
し
た
。
日
本

勢
も
様
々
な
競
技
で
活
躍
し
て
い
ま

し
た
。
ス
ポ
ー
ツ
の
力
と
は
凄
い
も

の
で
、
昨
今
の
状
況
も
吹
き
飛
ば
す

よ
う
な
、
パ
ワ
ー
を
感
じ
ま
し
た
。

　

パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
の
近
況
と
し
ま
し

て
は
、
２
０
２
０
年
に
中
四
国
７
県

に
範
囲
を
拡
大
し
、
引
き
続
き
お
客

様
へ
の
サ
ポ
ー
ト
を
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
。
広
範
囲
に
な
っ
た

強
み
を
生
か
し
、
さ
ら
な
る
サ
ポ
ー

ト
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。
各
拠
点
単
位
で
見
る

と
、
法
人
税
に
強
い
拠
点
、
相
続
税

に
強
い
拠
点
な
ど
様
々
で
す
。
そ
れ

ぞ
れ
の
強
み
を
生
か
し
、
パ
ー
ト
ナ
ー

ズ
全
体
で
ご
支
援
が
で
き
る
よ
う
、

精
進
し
て
参
り
ま
す
。

　

現
在
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
に

関
す
る
様
々
な
給
付
金
や
補
助
金
、

助
成
金
が
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
個

人
事
業
主
や
企
業
、
各
世
帯
へ
向
け

た
様
々
な
支
援
制
度
が
あ
り
ま
す
が
、

複
雑
で
不
明
点
も
多
く
あ
っ
た
か
と

思
い
ま
す
。
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
で
は
、

こ
の
よ
う
な
支
援
制
度
に
関
す
る
ご

相
談
を
無
料
で
受
け
付
け
て
お
り
ま

す
。
お
客
様
の
ご
要
望
に
沿
っ
た
ご

提
案
が
で
き
る
よ
う
努
め
て
参
り
ま

す
の
で
、
お
気
軽
に
お
申
し
付
け
く

だ
さ
い
。

　

引
き
続
き
、
皆
様
の
頼
れ
る
パ
ー

ト
ナ
ー
と
し
て
、
日
々
業
務
に
邁
進

し
て
参
り
ま
す
の
で
、
今
後
と
も
何

卒
、
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

税
理
士
法
人
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ

　

社
員
一
同

残
暑
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す



遺産の概要を把握し、 相続を放棄するかどうか決めます。

①財産や債務の概要を把握

～申告期限は相続が発生してから１０力月～
相続が発生した場合、 １０ヶ月以内に相続税の申告と納付をしなければなりません。

この１０ヶ月を長く感じるでしょうか。 実は、 相続が発生した場合には、 相続税の申告以外にも、 しなければいけないこと

がたくさんあります。 被相続人が亡くなれば、 すぐに通夜をとり行わなければなりません。 その前に、 関係者への連絡や

葬儀の準備もあります。葬儀が終われば、葬式費用の処理があり、初七日法要の準備もあります。結局、相続税について、

親族や遺族と話をすることすらできないかもしれません。 そのため、 相続税の申告までの１０ヶ月は 「短い」 と考えるほう

が良いでしょう。

②相続人の確認

被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せます。

③相統の放棄または限定承認 （3 力月以内）

相続の放棄または限定承認をする場合には、 その旨を家庭裁判所に

申述します。

④相続人の青色申告の届出 （通常 4 力月以内※）

被相続人の事業を引き継ぐ場合には、 相続人が新たに青色申告の届出

をする必要があります

⑤所得税の申告と納付 （4 力月以内）

被相続人の死亡した日までの所得を申告します。

⑥遺産や債務の調査 / 遺産の評価 ・ 鑑定 / 遺産分割協議書の作成 / 相続税申告者の作成

１） 遺産 ・債務の調査は現物で確認します。

２） 遺産分割協議害の作成時に相続人全員の実印と印鑑証明が必要になります。

３） 相続税申告書の作成時に納税資金についても検討します。

⑦遺産の名義変更

遺産分割協議書のとおり遺産の名義を順次変更していきます。

⑧相続税の申告と納付 （10 力月以内 )

相続税申告書を所轄税務署に提出し、 かつ納税を済ませます。



な
の
で
贈
与
税
が
か
か
り
ま
せ
ん
。

　

贈

与
を
し
た
後
、
Ａ
さ

ん
の
手

元

に

は
、

７
５
０
０
万
円
の
財
産
が
残
っ
て
い

ま
す
。

１
億
円
か
ら
贈
与
し
た
２
５
０
０

万
円
を
引
け
ば
、

７
５
０
０
万
円
と
な

り
ま
す
。

　

そ
の
後
、

時
は
流
れ
、

平
成
２
９
年

に
な
り
Ａ
さ
ん
は
お
亡
く
な
り
に
な
り

ま
し
た
。

こ
の
時
に
、
Ａ
さ
ん
の
手
元
に

は
７
５
０
０
万
円
の
遺
産
が
あ
り
ま
す
。

　

相
続
時
精
算
課
税
と
は
、

多
く
の
財

産
を
所
有
し
て
い
る
贈
与
者
が
、

若
い

世
代
へ
ス
ム
ー
ズ
に
贈
与
が
で
き
る
よ
う

に
つ
く
ら
れ
た
課
税
制
度
で
す
。

平
成

１
５
年
１
月
１
日
よ
り
施
行
さ
れ
た
、

比
較
的
若
い
制
度
で
す
。

　

通
常
の
贈
与

（
暦
年
課
税
）
で
は
、

１
年
間
の
基
礎
控
除
額
は
１
１
０
万
円
で

す
。

そ
の
た
め
、

年
間
に
１
１
０
万
円

を
超
え
る
贈
与
が
発
生
し
た
場
合
に

は
、

贈
与
税
額
が
大
き
く
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。

　

一
方
、

相
続
時
精
算
課
税
を
選
択
し

た
場
合
に
は
、

特
別
控
除
額
は
相
続
が

発
生
す
る
ま
で
の
累
計
で
２
５
０
０
万
円

で
す
。

そ
の
た
め
、

財
産
を
多　

く
所

有
し
て
い
る
贈
与
者
が
、

ま
と
め
て
受

贈
者
へ
財
産
を
贈
与
し
た
い
と
き
に
、

有
効
な
課
税
制
度
と
い
え
ま
す
。

　

例
え
ば
、

平
成
２
５
年
の
時
点
で
１
億

円
持
っ
て
い
る
Ａ
さ
ん
と
い
う
人
が
い
た

と
し
ま
す
。

こ
の
Ａ
さ
ん
が
、

相
続
時

精
算
課
税
制
度
を
使
っ
て
、

子
供
に
２

５
０
０
万
円
を
贈
与
し
た
と
し
ま
す
。

こ
の
時
、

２
５
０
０
万
円
ま
で
は
非
課
税

相
続
時
精
算
課
税
制
度

　暦年課税とは、昔からある従来の課税方式です。その年の 1月 1日～ 12 月 31 日の 1年間に、贈与を受け

た財産の価値を基に課税されるものです。ただし、その年に贈与を受けた財産の合計額が 110 万円の基礎控

除額以下である場合には、贈与税はかかりません。

　つまり、贈与財産の額が大きい場合でも、毎年、110 万円以下ずつ贈与をすれば、贈与税がかからず、財

産を贈与することができます。さらに、基本的に基礎控除以下であれば贈与税の申告も必要ありません。

仮に、年間 110 万円を超える場合には、年間の贈与額より 110 万円を引いた超過分の額ごとに税率が設定さ

れています。

■暦年課税とは

財産１億円

Ａさん

平成２５年に贈与

贈与した
２５００万

贈与された
２５００万

手元に残る
７５００万

２５００万まで
贈与税非課税



で
は
、

こ
の
７
５
０
０
万
円
だ
け
に
相
続

税
が
か
か
る
の
で
し
ょ
う
か
。

正
解
は
バ

ツ
で
す
。

こ
こ
で
出
て
く
る
の
が
、

相

続
時
精
算
課
税
制
度
で
す
。

　

相
続
時
精
算
課
税
制
度
を
使
っ
て
生

前
贈
与
し
た
財
産
は
、

２
５
０
０
万
円

ま
で
贈
与
税
が
非
課
税
に
な
り
ま
す

が
、

そ
の
人
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
時

に
は
、

手
元
の
財
産
だ
け
で
は
な
く
、

こ
の
相
続
時
精
算
課
税
制
度
を
使
っ
て

贈
与
し
た
財
産
も
含
め
て
相
続
税
を
計

算
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

　

つ
ま
り
、

手
元
の
財
産
７
５
０
０
万
円

と
相
続
時
精
算
課
税
制
度
を
使
っ
て
贈

与
し
た
財
産
２
５
０
０
万
円
を
足
し
た
、

１
億
円
に
対
し
て
相
続
税
が
課
税
さ
れ

る
と
い
う
わ
け
で
す
。

つ
ま
り
、

贈
与

税
が
非
課
税
に
な
る
だ
け
で
あ
っ
て
、

相
続
税
は
課
税
さ
れ
ま
す
の
で
、

節
税

と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、

税
金
の
先
送

り
、

と
い
う
の
が
実
態
で
す
。

な
お
、

贈
与
総
額
が
２
５
０
０
万
円
を
超
え
た

場
合
は
、

超
え
た
額
に
対
し
て
一
律
２

０
％
の
税
率
が
か
け
ら
れ
ま
す
。

　　

相
続
時
精
算
課
税
制
度
を
選
択
す
る

時
に
は
、

決
ま
り
が
あ
り
ま
す
。

贈
与
者

：
６
０
歳
以
上
の
親

　
　
　
　
　
　

ま
た
は
祖
父
母

受
贈
者

：
贈
与
者
の
推
定
相
続
人
で
あ
る

　
　
　
　
　
　

２
０
歳
以
上
の
子
ま
た
は
孫

　

な
お
、

相
続
時
精
算
課
税
制
度
を
選

択
す
る
場
合
に
は
、

上
記
の
贈
与
者
と

受
贈
者
を
特
定
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

 

相
続
時
精
算
課
税
を
選
択
し
よ
う
と

す
る
受
贈
者

（
子
又
は
孫
）
は
、

そ
の

選
択
に
係
る
最
初
の
贈
与
を
受
け
た
年

の
翌
年
２
月
１
日
か
ら
３
月
１
５
日
ま
で

の
間

(

贈
与
税
の
申
告
書
の
提
出
期
間

)

に
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
に
対
し
て

「
相
続
時
精
算
課
税
選
択
届
出
書
」
を

受
贈
者
の
戸
籍
の
謄
本
な
ど
の
一
定
の

書
類
と
と
も
に
贈
与
税
の
申
告
書
に
添

付
し
て
提
出
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

 

相
続
時
精
算
課
税
は
、
受
贈
者

（
子

ま
た
は
孫
）
が
贈
与
者

（
父
母
ま
た
は

祖
父
母
）
ご
と
に
選
択
で
き
ま
す
が
、

い
っ
た
ん
選
択
す
る
と
選
択
し
た
年
以
後

贈
与
者
が
亡
く
な
る
時
ま
で
継
続
し
て

適
用
さ
れ
、

暦
年
課
税
に
変
更
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　相続時精算課税を選択すると、 その贈与者については、

　選択後は暦年課税に戻せない

　相続時精算課税による贈与財産は、 相続財産に加算されるため、

　相続財産自体は減らせない

　相続時精算課税を選択して贈与された物件については、

　小規模宅地等の特例が適用できない

　相続時精算課税を選択して贈与された財産については、

　相続税の物納財産 （不動産などの金銭以外の資産） に充てることはできない

　相続時精算課税を選択した場合には、 特定された贈与者からの贈与は、

　その都度、 申告が必要

相続時精算課税のメリット ・ デメリット

メリット

デメリット

　将来贈与者が亡くなったときに相続税がかからない場合には、

　相続時精算課税を選択することにより税負担なく、

　早めに多額の財産を贈与することができる

　相続の時には、 贈与財産を贈与したときの時価で加算されるため、

　将来値上がりが見込まれる財産を贈与することにより、

　値上がり分だけ財産の評価を下げることができる

　アパートなどの収益物件を贈与した場合、

　家賃収入は受贈者のものとなるため、

　贈与者の相続財産の増額を回避することができ、 相続税対策になる

Ａさん

平成２９年にＡさんが亡くなり相続発生

贈与した
２５００万

贈与された
２５００万

手元に
残っている
７５００万

１億円に
相続税課税

手元にあるものとみなして

相
続
時
精
算
課
税
制
度
の

適
用
手
続
き



　全国の国税局 ・ 税務署において７月１日、 相続税や贈与

税の土地等の課税評価額の基準となる令和３年分の路線価

及び評価倍率が公表されました。

　新型コロナウイルスの影響により、 今年１月１日時点の全

国約３２万地点における標準宅地の前年比の変動率の平均

は▲０．５％（昨年＋１．６％）と、６年ぶりの下落となりました。

路線価日本一は３６年連続で東京 ・ 銀座 「鳩居堂前」 でし

たが、▲７． ０％と９年ぶりに下落しています。

　都道府県別の路線価をみると、 標準宅地の評価基準額の

対前年変動率の平均値の上昇率が 「５％未満」 の都道府

県は、 昨年分の１９府県から７道県に減少。 上昇率が 「５％

以上」 の都道府県は、 昨年の２都県からゼロとなりました。

下落した都道府県は昨年の２６県から３９府県に増加。 ちな

みに、 上昇率トップは福岡県の＋１． ８％、 最大の下落率

は静岡県の▲１． ６％でした。

　一方、 都道府県庁所在都市の最高路線価が上昇した都

市は８都市 （昨年３８都市） と大幅に減少し、 ８都市とも上

昇率が５％未満でした。 横ばいは１７都市 （同８都市） で、

下落は２２都市 （同１都市）。 内訳は、 下落率５％未満が

１７都市 （同１都市）、 ５％以上１０％未満が４都市 （同０都

市）。 １０％以上が奈良市 （▲１２． ５％） の１都市でした。

　 平成３０年４月１日以後の相続から、 小規模宅地特例の貸付

事業用宅地について、 原則相続開始前３年以内に貸付けを始

めたものはその対象から除外されることとになりました。 ただ、

事業的規模の貸付け（特定貸付事業 ) を相続開始前３年超行っ

ている場合には、 その３年以内に貸し付けた物も対象となる例

外措置が設けられています。 特定貸付事業か否かの判定は、

所得税の不動産所得における 「５棟１０室基準」 等に準じると

されており、 共有、 サブリース、 駐車場のケースなど、 同基

準における実務上の取扱いは特定貸付事業の判定でも同様だ

とのことです。

　 所得税の不動産所得における 「５棟１０室基準」 とは、 下枠

のとおりその不動産所得に係る建物の貸付けが 「事業的規模」

であるか否かを判定する形武的な基準です。 小規模宅地特例

の貸付事業用宅地においても、 この 「５棟１０室基準」 等を充

足する貸付けが特定貸付事業に談当します。

令和３年分路線価は▲０． ５％と６年ぶりに下落

不動産所得で 「事業的規模」 なら小宅特例の 「特定貸付事業」 に該当

　　   駐車場等の 「５棟１０室基準」 の応用判定も同様

   被相続人が貸し付けている建物の名義が親族などとの 「共

有状態」 になっていることもあると思います。 この場合、 各自

の持分ごとではなく、その建物全体の部屋数で「５棟１０室基準」

を充足するか判定ができます。 また、 アパート等を一棟丸ごと

不動産業者に貸し出し、 それを業者が入居者に又貸しするよう

なサブリース契約をとることがあります。 この場合も不動産業者

への貸付けが 「５棟１０室基準」 を充足するかは、 その建物全

体の部屋数で判定できるようです。

   「５棟１０室基準」 はその名のとおり建物の貸付けを前提とし

た取扱いですが、 例えば月極駐車場を貸し付けている場合は、

駐車スペース５台分を１室に換算して同基準を充足するか判定

できます。 例えば駐車スペースが５０台ある揚合には、 「１０室」

として同基準を充足することになります。 また、 アパートの部屋

数と月極駐車場の台数を組み合わせることもできます。例えば、

駐車スペースを１０台分とアパート等の部屋が８室ある場合は、

駐車場１０台で 2 室と換算されるため， 『２室＋８室＝１０室』 と

なり同基準を充足することになります。

小宅特例の判定で５棟１０室基準を適用

駐車場は 「５台 =１室」 換算

……次に掲げる事実のいずれか一に該当する場合……特に反

証がない限り事業として行われているものとする。

１） 貸間、 アバート等については、 貸与することができる独立し

た室数が概ね１０以上であること。

２） 独立家屋の貸付けについては、 概ね５練以上であること。

建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定

（所基通２６-９）

　都道府県庁所在都市の最高路線価では、 １位は東京 ・

中央区銀座５丁目の 「銀座中央通り」 で、 １平方メートル

当たりの路線価は前年から▲７． ０％下落の４５９２万円。

以下、 大阪 ・ 北区角田町の 「御堂筋」 １９７６万円 （増減

率▲８． ５％）、 横浜市西区南幸１丁目の 「横浜駅西口バ

スターミナル前通り」 １６０８万円 （同＋３． １％）、 名古屋

市中村区名駅１丁目 「名駅通り」 １２３２万円 （同▲１． ３％）

と続きます。

　以上のように、 令和３年分の路線価は６年ぶりの下落とな

りましたが、 その要因は、 新型コロナウイルス感染拡大によ

り、 インバウンド需要が消失したことや、 飲食店等への営業

自粛 ・ 営業時間短縮要請の影響で、 観光地や商業地の地

価が下落したことにあります。 今後の地価の推移によって

は、 昨年分と同様に、 路線価等に対する補正率を定める

など減額修正措置

を導入する可能性

もあるとみられてい

ます。

参照 ： 週刊税務通信

参照 ： 国税庁ホームページ



年間２０００件以上の相談を受ける事務所が作り上げる 「本物の対策」 ！

相続開始前の安心プラン

右のＱＲコードを
スマートフォンで
読み込んでください！

相続税対策は早い方が効果的

こんなお悩みありませんか？

そんなお悩みを一気に解決！お悩みの方はお気軽にご相談ください！

　パートナーズの相続税対策は表面上の対策ではなく、

財産の中身まで細かく調べたうえで対策を行います。

　一次相続はもちろん、 二次相続以降の財産承継 ・

税負担まで検討をします。 さらに特徴的なのが財産の

所有方法や将来の財産の流れまで検討し、 相続税の

かからない財産に変えていきます。 実際に携わった相

続対策で培ったノウハウで、 お客様に合ったご提案を

します。 ご提案の際には、選択肢をできるだけ増やし、

お客様にご判断を頂けるように進めていきます。 最初

のご提案の段階で吟味し納得して頂いだうえで進行し

ていきます。

いまの財産を息子が相続した場合、税金がかかるのかな？

だいたいの税額は調べたんだけど、これ以上、下がらないのかな？

私が持っている財産はこのまま自分が持っていて良いのだろうか？

相続対策や実行など、どのようにすれば良いのかまったくわからない…



[ 岡山事務所 ]  岡山県岡山市北区下中野 1222-9　TEL/FAX　086-246-4446/086-246-4406
[ 山陰事務所 ] 鳥取県米子市皆生温泉 2-7-14　TEL/FAX　0859-21-5169/0859-21-5179
[ 福山事務所 ] 広島県福山市東深津町 4-7-15 プラッツ岩原 101 号　TEL/FAX　084-925-6150/084-993-4057
[ 広島事務所 ] 広島県広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビルディング 7F　TEL/FAX　082-962-8885/082-962-8886
[ 松山事務所 ] 愛媛県松山市松末 1-5-12　松末テナントビル 3F　TEL/FAX　089-948-9441/089-948-9442
[ 高松事務所 ] 香川県高松市太田下町 2068-1 レジデンス太田 B棟 102 号室　TEL/FAX　087-808-8252/087-866-3186
[ 徳島事務所 ] 徳島県徳島市徳島町城内 6番地の 87　TEL/FAX　088-655-6554/088-655-6494
[ 吉野川事務所 ] 徳島県吉野川市鴨島町内原字桑ノ内 45-3　TEL/FAX　0883-30-3600/0883-30-3599
[ 高知事務所 ] 高知県高知市 越前町 2丁目 7番 2号　フレンズビル 4F　TEL/FAX　088-802-5344/088-802-5334


